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４．今後への期待 

 

 

阪神・淡路大震災は、社会的・経済的な諸機能が高度に集積し、高齢化が進む大都市を直

撃した、人類史上初めての大都市直下型地震であった。その復興にあたっては、２１世紀の

成熟社会における諸課題への対応を先取りする様々な取り組みが行われてきた。 

 

こうした１０年間の長期にわたる復興過程の検証にあたっては、これまでの取り組みの成

果をとりまとめるだけでなく、復興過程を通じて明らかになってきた課題を総括し、今後、

どのようにして課題解決を図り、震災の経験と教訓を未来に引き継いでいくのかを考えるこ

とが重要であった。 

 

私たちは、今回の検証作業を通じて、①阪神・淡路大震災からの復興における残された課

題への対応、②復興の過程で生まれた２１世紀の成熟社会を支える新たな仕組みの定着・発

展、③将来の大規模災害に備えた制度や仕組みの構築などに関する４５９項目の提言をとり

まとめた。 

 

震災復興の取り組みをこれだけの規模で検証したのは、世界でも他に例を見ないものであ

るといわれる。しかしながら、重要なことは、教訓や提言をまとめるだけではなく、実際に

それらが、主体・地域・世代を超えて共有されるとともに、有意義に活用され、真に安全・

安心な社会や共生社会が実現することにある。 

 

１年以上に及ぶ検証担当委員等による検証作業と関係者等の協力の結果として得られた今

回の検証の成果は、人類共有の貴重な財産として、将来発生するであろう国内外の大規模災

害に対する減災・復興や、成熟社会における地域づくりやまちづくりに、必ずや寄与するも

のであることを確信する。 

 

今後、私たちは、大震災を経験した被災地の責務として、震災の経験と教訓を継承・発信

し続けるとともに、この「未来への提言」に示された各分野における数々の提言が、兵庫県

をはじめ、国内外の様々な主体によって活用され、実践されるよう期待する。 

災害は、一つとして同じ顔をしていない。阪神・淡路大震災は、都市型災害として、多く

の教訓をもたらしたが、新潟県中越地震や平成１６年台風第２３号災害といったその後の災

害では、何が生かされ、どのような新たな教訓が得られたのかなど、将来にわたり絶えざる

検証の成果が蓄積され、共有され、人類社会の安全と共生に貢献がなされていくであろうこ

とを切に願うものである。 
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震災対策国際総合検証事業提言集（５年検証） 

 

(1) 初動体制の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○災害情報が何

故不足してい

たのか 
○災害情報の収

集・発信システ

ムに課題はあ

るか 

[情報不足の原因] 
○現場、市町、県という情報

伝達ルートという単線の情

報伝達ルートのみであっ

た。 
○情報通信システムの機能障

害が生じた。  
○外部からの安否確認等の応

対に追われた。  
○ヘリコプターによる情報収

集の遅れ、高所監視カメラ

の障害等があった。 
 
[残された課題] 

○震災後、様々な改善措置が

講じられたが、情報収集ル

ートの一層の多ルート化、

フェニックス防災システム

に実際の被害情報を取り込

み修正する仕組みや、初動

対応者の支援機能の強化、

初動時の対策要員の情報の

共有化の促進等が不足して

いる。 

○積極的な情報収集体制の確立

と、情報分析班の整備が必要で

ある。 
○初動担当者をコンピュータで支

援することが必要である。 
被害推定システムから災害時意

思決定支援システムへの拡張）

○初動時の情報の共有化を考えた

場合、災対本部会議室、災対本

部事務局室、災対本部支援職員

が作業を行う部屋、それにマス

コミ対応をする部屋を一体化す

る必要がある。 
○住民に対する多様な情報伝達シ

ステムの確保が必要である。（報

道機関との協定、有線やインタ

ーネット、大型ＴＶモニターの

設置等） 

○対策要員の確

保と対応力の

向上をどのよ

うに図るべき

か 

[震災後の対策] 
○災害対策要員の宿日直制の

実施 
○防災監制度の創設  
○防災責任者の指定  
○連絡手段の確保（携帯電話

またはポケベルを貸与）  
○パトカーによる災害対策本

部員の搬送  
○訓練・演習の強化  
○災害待機宿舎の整備 

○初動のイメージ・トレーニング

（＝図上演習）の実施が必要で

ある。 
○プロの緊急事態対応機関には、

継続性とスタッフによる経験の

蓄積が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○自衛隊の派遣

要請は適切に

行われたか 

 
・自衛隊への派遣

要請は遅かっ

たか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自衛隊への派遣

要請をさらに

早い時刻に行

えば部隊の派

遣時刻は早ま

ったか 

○自衛隊派遣要請の手続や地元

自衛隊の実状を詳しく知って

いたことが派遣要請を遅らせ

た。 

○自衛隊側も、災害対策基本法

に縛られており、被災市町あ

るいは県からの要請なしに出

動することは、近傍派遣を除

いてできなかった。 

○派遣要請の手続が大災害時の

実情に合わなかったが、震災

後、災害対策基本法に、市町

村長から、知事への派遣要請

やそれができない場合の市町

村長から自衛隊への通知につ

いての規定をおいたほか、知

事の要請を待ついとまがない

場合の自主派遣等の基準の明

確化もなされた。 

 
○第３特科連隊が出動準備を完

了したのは午前１０時近くで

あった。仮に数時間前に派遣

要請があったとしても準備に

要する時間が必要であり、結

果として出発する時間は大き

く変わらなかったものと考え

る。 

○第３６普通科連隊の６０名は

９時１０分に西宮に到着し救

助活動を開始していた。これ

は、自衛隊の災害派遣の一形

態である近傍派遣の「延長」

としての出動だったものと考

えられる。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○防災関係機関

の連携はうま

くいったか 

○関係機関の調整に手間取り、

救出活動の重複や遅れが生じ

たほか、重篤患者のヘリ搬送

がほとんどできなかった。  
○相互応援協定の締結・具体化、

フェニックス防災端末の関係

機関への設置、防災担当幹部

による定期的な連絡会議の開

催などが実現した。   

○救出活動に関わる組織間調整

等、各応急対策ごとの調整責任

の明確化、調整方法の具体化が

必要である。（応急対策毎に主

責任組織と協力責任組織を明確

化し、平常時からそれらの組織

間で調整方法を具体的に検討し

ておくことが必要である。） 

○危機管理体制

はどうあるべ

きか 

○一般的に、大災害時の初動活

動を迅速かつ的確に行うに

は、少なくとも以下にあげた

５つの条件を満たす必要があ

る。 ①空間の確保、情報通

信システムの確保  ②専門要

員の確保と組織的活動 ③適

切な情報収集・伝達   ④意思

決定 ⑤組織間調整 

○効率的な危機管理に決定的に

重要な要素は、①危険な事態

の想定 ②危険を回避、緩和

するための計画  ③危機評価

に基づく災害対応の実行計画

 ④災害対応活動のための実

行施設 ⑤効率的な管理・調

整のための組織間及び組織内

の仕組み⑥訓練を受けたプロ

のスタッフ ⑦災害対応の訓

練を受けた住民 ⑧組織間の

豊富な通信手段である。 

○防災計画においては、災害の種

類ごとよりも輸送、通信など緊

急時の業務ごとに作成する方

が、効果が期待できる 

［その他については、個々の項

目で整理］ 

○行政システム

の緊急時への

切り替えは迅

速になされた

か 

○大災害時の意思決定に対する

不慣れがあった。 

○初動のイメージ・トレーニング

（＝図上演習）の実施が必要で

ある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○県及び市町に

おける災害対

応体制の限界

はどうか（広域

的危機管理シ

ステムの必要

性はどうか） 

○災害対策基本法では、基本的

に市町長に組織間調整の責任

と権限を与えているが、その

権限は不十分で、市町長を支

える防災専門家もほとんどい

なかった。 

○広域防災機構による防災専門家

（特に初動担当者）の育成とネ

ットワークの構築が必要とな

る。  

 

○国レベルの相互援助システムに

とって最も重要なのは、管理シ

ステムや実行過程、訓練を標準

化することである。 

○初動体制が不

十分であった

ことに対する

その後の対応

はどうか 

○国における関係法令の改正、

防災基本計画の全面的見直

し、県・市町における地域防

災計画の全面的改訂、防災担

当組織の強化をはじめ、防災

体制の強化が図られた。 

○阪神・淡路大震災と同じ地震

が起きたとして対応に要する

時間を調査した結果、初動体

制は大幅に改善されている。

（残された課題と提言について

は、個々の項目で整理） 

○コミュニティ

レベルでの初

動対応はどう

であったか 

○地域レベルで組織だった救出

活動を行ったのは消防団であ

った。 

○消火活動に多くの住民が参加

し、消防団も消火活動で大活

躍した。 

○被災地域内での初動活動は、事

前の準備状況に大きく依存する

ので、その充実には、自主防災

組織、消防団、地域のボランテ

ィア団体、企業等のネットワー

ク化が最も重要である。 

○災害対策拠点

等の耐震性は

十分だったか 

○県庁舎や県警庁舎の被災、情

報通信システムの機能障害が

生じた。  
○震災後、県本庁舎の耐震化、

通信システムの設置場所の耐

震化等が図られた。 

○地方本部や警察署の建物の中に

は、耐震化が遅れているところ

があり、計画的な耐震強化が望

まれる。 

○モバイル災対本部を用意してお

くことも検討すべきである。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○被害の想定は

適切だったか 

○震災前に被害想定が行われて

いたが、それが応急対策計画

の具体化や有効性評価のため

に使われることはなかった。

○震災後、兵庫県では発生可能

性を考慮して５つの地震によ

る被害の特徴を調査し新たな

被害想定を行った。 

○シナリオ型被害想定を初動担当

職員が自ら作成し、初動体制の

問題点を発見しそれを修正する

作業を行うことが重要である。

○緊急輸送ルー

トの確保など

道路規制は適

切に行われた

か 

○警察官が救出作業にとられ、

交通規制が遅れた。 

○緊急車両を事前に指定し、そ

れ以外の車両の通行を規制す

るための具体的方法を検討

し、計画化している。 

 

○地震メカニズ

ムの解明と防

災対策への反

映はどこまで

進んだか 

○全国的な地震観測システムが

整備され、活断層の研究等も

進展している。 

○フェニックス防災システムや

国の被害想定システムによ

り、被害の迅速な予測が可能

になった。 

○各種の地震観測に係るモニター

ネットワークを形成する必要が

ある。 

○被災者の行動

はどうであっ

たか 

○被災地内での食料等の販売が

いち早く行われ、人々の不安

を和らげることに成功したこ

とは注目に値する。中でも地

域に密着した活動を展開して

いるコープこうべの初動は早

かった。顧客にすばやく、平

等に商品を販売し、混乱発生

を未然に防いだからである。
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(2) 初期消火体制の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○ヘリコプター

による空中消

火は可能であ

ったか 

○①当時の知見では市街地火災

への空中消火の効果は確認さ

れておらず、また、複数の消

防ヘリコプターによる態勢も

整えられなかったこと ②補

償の問題や地上消防隊との連

携等の態勢が整わなかったこ

と ③市街地火災特有の気象

条件が発生し大気の擾乱によ

る二次災害の危険があったこ

とから、空中消火の実施は無

理であった。 

○各種データの蓄積、訓練の積み

重ね、地上消防隊との連携等の

体制の整備によって、ヘリコプ

ターによる空中消火を大地震時

の同時多発出火による市街地火

災への消防活動の一環として、

位置づけておく必要がある。   

○同時多発火災

への対応はい

かにあるべき

か 

○的確に対応し得た消防本部と

対応し切れなかった消防本部

があった。重要な要因の一つ

として初期段階での高度な指

揮体制の確立と被害情報の収

集・分析があげられる。 

○ヘリコプター等による上空から

の情報収集、高所見張り等と共

に、震度情報を基にした早期被

害推定システムの活用等が有効

である。 

○震災時に利用可能な消防水利の

確保および把握が必要である。

○震災時消防力

の確保はいか

にあるべきか 

○常備消防力は平常時の火災に

対応しており、阪神・淡路大

震災のような同時多発火災と

その拡大に対応するには、住

民による初期消火、企業の自

衛消防力、消防団を最大限活

用するとともに、発災直後か

ら迅速に活動できる常備消防

力等の広域的かつ組織的な運

用が必要である。 

○都道府県相互応援体制は、震

災以降抜本的に整備された。

○物的な消火資機材の配備が必要

条件であり、消火能力を持続的

に保持している住民組織の育

成、火災拡大に関する的確な知

識の普及等が十分条件となる。

○企業が地域に協力するなんらか

のインセンティブを企業及び地

域が協働で見いだすことが肝要

である。 

○常備消防および住民と消防団と

の連携等を密にすることによっ

て、震災時の消防力を確保すべ

きである。  
○都道府県内における地方事務所

等の管轄区域に基づいた組織的

な運用体制の確立のため、地方

事務所等に災害対応専任の組織

と職員を配置し、応援消防隊に

指揮権を任せる等の指揮体制の

確立が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○広域消防本部内での一体的な訓

練の積み重ねによる資質の向上

と平常時における積極的な人事

交流等が期待される。 

○火災鎮圧のた

めに出動する

途上で人命救

助の現場に遭

遇した場合、消

防職員は消火

活動と人命救

助活動のどち

らを優先すべ

きか 

○強風下の飛び火等による急速

な火災拡大や火災旋風の発生

は、人的損失を幾何級数的に

増大させる。初期段階での火

災の鎮圧や火災拡散防止は、

常備消防力の効果的な運用に

期待せざるを得ず、出動途上

では消火活動を優先しなけれ

ばならない。 

○消防車両に可能な限りの人命救

出用資機材を搭載し、必要な場

合には人命救出現場付近の住民

にそれら資機材を貸与する体制

を整える必要がある。 

○危険物の事故

や出火はどう

だったか 

○過去の地震災害の教訓が生か

され、危険物施設からの出火

は皆無であり、屋内貯蔵設備

からの漏出及び実験室等から

の化学物質の漏洩（事後報告

等の規制を受けないもの）に

ついては、さらに改善すべき

である。 

○危険物の屋内貯蔵施設の耐震設

計基準は石油貯蔵タンクの水準

に達しておらず、更なる努力が

必要である。 

○「実験室の地震安全対策」なる

独立した一章を安全マニュアル

に入れ、教師等のためにセミナ

ーやシンポジウムが開催される

べきである。最も望ましい姿は、

地震安全対策が、将来教員養成

カリキュラムの欠くべからざる

要素となることである。 

○化学物質（腐食剤、毒物、化学

試薬等）の漏出と飛散について

の文書による報告の義務づけが

必要である。 

○大規模災害時協力ガソリンスタ

ンド制度をさらに推進する手段

として、経済面でのインセンテ

ィブを与えるやり方を工夫すべ

きである。 
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(3) 海外からの応援部隊の受け入れの課題とあり方は？ 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○受け入れ体

制は適切で

あったか 

○被災自治体では、海外からの

ボランティアを受け入れる計

画も手順も確立されてはいな

かった。 

 

○イギリス隊のようなＮＧＯに

ついては、国内のＮＧＯの組

織に対して海外からの受け入

れマニュアルを整備してもら

うなどの働きかけが必要であ

る。 

○「国際緊急援助隊の派遣に関す

る法律」等を改正し、国際緊急

援助隊が国内外で活動できるよ

うにし、名前を「災害緊急援助

隊」と改め、所管を内閣官房内

閣安全保障・危機  管理室に移

行すべきである。 

○海外からの応援部隊について

も、災害緊急援助隊とセットで

行動できるマニュアルの整備が

必要であり、かつわが国の救命

活動能力や風土、文化、慣習や

医薬品の質・量に関する情報の

日常的提供が不可欠であって、

このような機能を有する組織の

新設が必要である。 

○国において、救援に関する基本

的な経費を基金として毎年用意

し、それを上回る場合には予備

費から支出することが望まし

い。 

○日本赤十字社はその活動内容を

さらに広報して、その目指すと

ころを国民に広く理解してもら

う必要がある。これに関係して、

医療チームの派遣規模の決定方

法などを客観的に評価できるシ

ステムの確立などが望まれる。

○海外のＮＧＯは国内のＮＧＯと

の連携の範囲内での行動に留め

る方が、満足ある活動ができる

と考えられ、わが国のＮＧＯの

活動の窓口を整備することが緊

急の案件である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○阪神・淡路大震災メモリアルセ

ンター（仮称）に、自治体の防

災関係職員の訓練や評価、震災

の教訓の動態継承などの機能を

持たせ、応援部隊の受け入れ窓

口の適切な対応を日常的に準備

し支援する国内体制を整備する

ことが考えられる。 

○地域の実情

に不案内な

応援部隊へ

の的確な指

示や地元防

災機関との

連携は十分

だったか 

 

○スイス、フランス隊の場合、

①地元の消防・警察とも対応

者の捻出が負担になったこと

 ②自己完結型を標榜しなが

ら実態は違っていたこと等か

ら課題を残したが、受け入れ

側の体制整備を含めて検討を

要する。 

○風土、文化、生活習慣に不案内

な外国からの救援隊に対して、

災害緊急援助隊によるマンツー

マン的な対応によって初動の効

果を上げることができる。また、

これを支援する組織と情報の一

元化を全国規模で整備する。 

○政府機関は、被災地機関の負担

を軽減するため、後方業務面で

の支援を行う必要がある。 

○応援部隊側

の装備は十

分だったか、

求められる

救援を実行

できる能力

があったか 

 

○食料、宿、通訳の手配や交通

手段の確保のために、被災地

にとっては大変な手間がかか

った。 

○海外からのチームが自立して

活動する準備のないまま来訪

したため、神戸市消防局の負

担は増大した。 

 

○捜索犬の受け入れは初めての

経験であり、これに対する過

大な期待がマスメディアを中

心にあった。 

○海外からの応援部隊について

も、災害緊急援助隊とセットで

行動できるマニュアルの整備が

必要であり、かつわが国の救命

活動能力や風土、文化、慣習や

医薬品の質・量に関する情報の

日常的提供が不可欠であって、

このような機能を有する組織の

新設が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○海外応援部

隊はどのよ

うな役割を

果たしたの

か（救援申し

出は適切な

ものであっ

たか） 

○日本には高度に訓練された救

助隊が多数存在しており、海

外の救助隊に頼らねばならな

い状況ではなかった。 

○援助隊派遣国のわが国に対す

る理解不足も大きいので、こ

のような情報ギャップをどう

するかが今後の課題である。

（以上河田委員） 

○海外からの善意の申し出は被

災地のニーズを理性的に分析

したものとは言いがたかっ

た。 

○派遣に時間を要する海外の救

助隊の効率は著しく低くな

る。 

○日本国内では対応できないリソ

ースの必要性が明確に確認され

ない限り、海外の部隊を受け入

れないようにすべきである。 

○阪神・淡路大震災においては、

国連人道問題局は海外からの救

援隊は不要としていたが、この

人道問題局や日本赤十字社の方

針は今後、国際社会が守るべき

ルールを提示しており、わが国

の対応ではこれを十分参考にし

た方がよい。 

○救命活動はあくまでも近隣の住

民を中心としたライトレスキュ

ーとして、被災地全域で展開す

ることが望ましい。 

○海外応援の

受け入れに

関する報道

機関の対応

は適切だっ

たか 

○報道側に客観的に事実を伝え

る努力が少なく、事前の思い

こみが強い内容になってお

り、報道が世論形成に果たす

役割の大きさを考えると、事

実を取材する重要性と事前の

知識が必須であることを再認

識すべきである。さらに、記

事を点検する立場の社内体制

にも少なからず問題が認めら

れる。 

 

○災害報道では、震災がもつ自然

科学的な側面と社会科学的な側

面を併せて思考できる記者やデ

ィレクターの養成が必須であ

る。 

○地元、県、国レベルの統合情報

センターを設置し、情報の発表

を調整し、マスコミに対して継

続的に情報の提供を行うべきで

ある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○海外の災害

に対する支

援はどうあ

るべきか 

○国連人道問題局によると、①

相手国の要請がある②ロジス

ティクスが充足している③自

己完結型で地元に負担をかけ

ないという３点が重要であ

る。 

○わが国の国際緊急援助隊につ

いて ①ハイテク駆使だけで

なく遺体の発見数の増加の努

力 ②各国の救助隊とのコス

ト比較 ③各国の実情を反映

した救助活動という点が問題

として指摘されている。 
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(4) 災害時の保健医療体制の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○被災地内の

医療機関の

対応や消防

及び被災地

外の医療機

関との連携

はどうであ

ったか 

 

○現場トリアージがほとんど行

われず被災患者は直近の医療

機関に殺到し、患者の偏在が

見られた。 

○震災直後には医療機関と消防

との連携は十分ではなかっ

た。 

○患者の転送先の選択は医療者

の個人的な人脈に頼ることが

多かった。 

○震災後、兵庫県は全国に先駆

けて、災害医療コーディネー

ターを創設した。災害時にお

けるキーパーソンとして医療

機関と行政や消防との連携に

貢献できるものと大いに評価

できる。 

○適切な現場トリアージにより、災

害時の医療資源の効率的管理を

行う必要がある。 

○被災地内外の医療機関の連携を

円滑に行うには、当該行政と他の

自治体との間で締結する災害医

療に関する応援協定と、接点とな

る機構と組織が必要である。 

○災害医療コーディネーターを災

害拠点病院のみならず、災害時の

救急医療活動が期待される主要

救急医療施設にも拡充されるこ

とが望ましい。 

 

○災害拠点病院からの搬送に係る

詳細計画の作成が必要である。 

○ヘリによる

患者搬送な

ど、陸、海、

空の傷病者

の転送、搬送

はどうであ

ったか 

○過剰な救急要請、マンパワ

ー・救急車の不足、交通渋滞

等で、救急車の効率的運用が

困難で、私的搬送手段による

医療機関の受診が多かった。

○早期にヘリコプター搬送が活

用されなかった主因として、

医療機関側の認識度が低かっ

たことが指摘される。 

 

○大災害における救急車による陸

路搬送の限界を認識し、他に有効

な搬送手段（ヘリコプターや船

舶）を確保しておく必要がある。

○病院間搬送に活用された医療機

関が保有する患者搬送車を規格

化し、緊急通行車両の事前届出を

行うなど、災害直後の補完的な搬

送手段の確保を行うべきである。
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○救援医療チ

ーム（救護

班、医療ボラ

ンティア）は

迅速に機能

したか 

○震災前に十分な受け入れ準備

の体制はなかったが、多くの

救護班と医療ボランティアが

災害医療活動に貢献した。 

○震災後の地域防災計画では、

救護班や医療ボランティアの

位置づけが明確にされ、受け

入れ体制が整備された。 

○災害現場への救護班、医療ボラン

ティアの派遣には、自助自律、自

己完結型の参加が望ましい。 

○医療マンパワーは病院系列ごと

に投入されたが、被災地内の医療

ニーズに応じて公平に分配され

るべきである。 

○医療マンパ

ワーの確保

や医薬品の

確保はどう

であったか 

○行政、医療機関とも医薬品の

備蓄に乏しく、組織的な供給

体制もなかったことから、混

乱が生じた。 

○現在までに計画された供給シ

ステムが期待通りに作動すれ

ば、医薬品等の供給に関して

は大きな問題を生じないもの

と考えられる。 

○すべての医療機関に備蓄を促

すのは疑問もある。 

 

○災害時に真

に有効に機

能するシス

テム作りは

どこまで進

んだか （災

害拠点病院、

地域間協力、

情報伝達、教

育等） 

○県民への心肺蘇生法の普及率

は高く、病院前救護体制も量、

質的に全国平均以上である

が、災害医療に特化したもの

では、普及、啓発の取り組み

は遅々としている。 

○コミュニティが地震発生直後

の初期医療ケアにあたること

のできる対応能力を確保する

必要がある。 

○救急医療施設も量的には整備

されているが、地域救急医療

協議会が十分機能を果たして

いない。 

○県の広域災害医療情報ネットワ

ークについては、中心となる広域

災害・救急医療情報センターが県

医師会館にあり、携帯電話はある

ものの無線系、衛星通信などのフ

ェイルセーフ機能を有しておら

ず、広域災害医療情報の中枢とし

ては不十分である。将来的には災

害医療センター内に中枢を移す

ことが期待される。 

○医療機関と消防をはじめとする

他の公共機関との調整機能につ

いて保健所から災害拠点病院へ

変更する方がはるかに有効であ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○厚生省の「災害時における医

療対策に関する緊急事態」に

照らし合わせてみると、兵庫

県の現状は次のとおりであ

る。 

・地域レベルでの災害対策の

強化の萌芽はみられる。 

・医療関係者に対する災害医

療に関する研修、訓練は推

進されつつある。 

・災害医療情報システム、災

害拠点病院は未だ十分に整

備されたとはいえない。 

・病院レベルでの災害対策も

十分強化されたとはいえな

い。 

・住民に対する災害時初期医

療ケア対応の普及、啓発も

未着手である。 

・災害対応の基本概念が形成

されておらず、災害に関す

る総合的研究の推進も未着

手である。 

○災害拠点病院の整備と、定期的に

第三者による機能評価を行い、災

害時の医療の質的な保障を確保

すべきである。 

○市レベルでの災害医療情報網の

整備を促進すべきである。 

○地域救急医療協議会等を活用し

た連携体制づくりを行う必要が

ある。 

○心肺蘇生法の講習や防災福祉コ

ミュニティづくり等の機会を利

用して、住民に対する災害医療の

普及啓発を推進するべきである。

○コミュニティのリーダー等に対

するレベルの高い教育、訓練とコ

ミュニティにおけるボランティ

アチームとしての組織化が必要

である。 

○医療に関する詳細なデータベー

スに基づく災害対応計画の開発

と救急医療サービス向上のため

の基盤整備が必要である。 

○わが国独自の災害対応の基本概

念を形成すべきである。 

○米国の有事指揮システムを参考

にした具体的な災害現場での対

応方式を構築するべきである。 
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(5) 避難所の設置、運営の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○避難誘導は適

切に行われた

か 

○震災では、避難所の指定の有

無に関わらず、自然発生的に

避難がなされた。 

 

○設置、運営は適

切かつ円滑に

行われたか 

○避難所として指定・追認され

るまで行政的な空白期間が生

じ、場所によっては混乱が生

じた。 

○教員の指導等により、避難所

内自治組織の立ち上げが図ら

れた。 

○避難所生活が長期にわたった

ため、管理・運営のあり方が

時間とともに変化した。 

○避難所運営についての市町の責

任の明確化と初動体制の整備が

図られるべきである。 

○自主防災組織など地域コミュニ

ティの積極的な運営参画が図ら

れるべきである。 

○市町、学校、地域コミュニティ

相互の役割分担と連携等を目指

すべきである。 

 

○教職員等の避難所運営の訓練、

研修が必要である。 

○生活レベルは

どうであった

か 

○避難所生活が長期化した中

で、食糧、衛生面で必ずしも

満足できる状況ではなかっ

た。 

○プライバシーの関連で共同利

用の騒がしい環境で短時間な

らともかく、家族が数日間以

上生活することには大きな抵

抗がある。 

○国外検証委員からプライバシ

ーについて質問を受けたが、

少なくとも初期の段階では、

多数の人が集まったことによ

り、情報交換の場になり、ま

た余震の不安の中でお互いの

安心感につながった。 

○公共の生活空間におけるプライ

バシーをより確保するためその

方法を研究する必要がある。 

○避難者の健康

管理は十分で

あったか 

○避難所生活が長期化した中

で、食糧、衛生面で必ずしも

満足できる状態ではなかっ

た。 

○高齢者、障害者など、特別なニ

ーズのある人々の災害後の避難

所の必要性について格別の注意

を払う必要がある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○学校は避難所

として十分機

能したか 

○地域の文化の中心である学校

では安心感が得られ、ソフト

面で重要な役割を果たした。

○学校の防災力の充実の一層の徹

底を図るべきである。 

 

○避難所としての機能を最大限に

発揮できるよう、すべての学校

施設が地震に安全であることを

確認する必要がある。 

○解消は適切に

行われたか 
 

○被災家屋の早期診断と迅速な修

理の戦略を開発する必要があ

る。 

○被災地外への自発的避難が持つ

意味を認識し、災害準備対策の

一環としてこの動きを支援する

方策を計画するべきである。  

○教員の役割と

対応は適切で

あったか 

○教員のリーダーシップが避難

所の早期の正常化、秩序化に

役立った。（徳山委員） 

○教員の防災に対するリテラシー

の涵養が今後の大きな課題とな

る。 

○教職員の避難所運営の訓練、研

修の必要がある。 

○防災コミュニ

ティづくりは

どのように進

めるべきか 

 
○市町・学校・地域コミュニティ

相互の役割分担と連携等を目指

すべきである。 
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(6) 応急仮設住宅をめぐる施策の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○応急仮設住宅

都市構想は妥

当な方策か 

○大都市の被災地において都市

復興の支障にならずコミュニ

ティ意識の継続が可能な場所

に住まいの整備が可能かどう

かという点については、青写

真と実践的シミュレーション

を経たうえで判断する必要が

ある。 

○ペーパーワークを超えて、実践

的シミュレーションとその結果

に基づく計画の修正が続けられ

る必要がある。 

○応急仮設住宅

の建設・運用は

円滑に行われ

たか 

○戸数の達成という点では迅速

な対応がなされた。 

 

○７箇月で４万８千戸以上の応

急仮設住宅を設計、用地選定、

建設そして５年間で撤去した

事業展開能力は特筆すべき業

績といえる。 

 

○密集住宅地域では、近接地で

の大量の応急仮設住宅の確保

は困難であった。 

○応急仮設住宅の大部分は、都

市の中心から離れた地区に建

てられた。そのため、社会、

経済的にネガティブな影響が

あらわれた。 

 

○入居者の決定にあたり、高齢

者等への当選率の優遇等を組

み込んだ抽選方式をとったこ

とは妥当である。 

 

○応急仮設住宅を抽選で配分す

ることは、避難所で形づくら

れたかもしれないコミュニテ

ィを破壊する。 

○災害救助法の範囲でどの程度の

事業経費が確保できるのか、仮

設住宅商店等は応急仮設住宅の

対象になるのかなど事前の検討

による結論と国の支援の確約が

必要である。また応急仮設住宅

事業における災害の規模に応じ

た国庫補助システムの検討が必

要である。 

○応急仮設住宅の用地は事前に確

保しておく必要がある。 

 

○応急仮設住宅の建設地の選定に

あたっては、元の住居と職場に

近い場所であることと、共同体

が互いに助け合えるようにする

ことという二つの原則に立つべ

きである。 

○都道府県ごとに人口比例等を基

準にして一定量の応急仮設住宅

を備蓄し、被災地域への支援を

義務づけた法制度の検討も必要

である。 

○応急仮設住宅の備蓄を容易にす

る構造・素材の開発や廃棄とエ

コロジィとの関係について検討

することが強く望まれる。 

○建築技術者等の人的資源につい

て緊急時の協力体制をブロック

ごとに計画しておく必要があ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○被災地コミュニティの適当なメ

ンバーを、機能回復プロセスの

一環として、応急仮設住宅の計

画、設計、建設に積極的に関与

させるべきである。 

○コミュニティにおける人間関係

を損なわないような応急仮設住

宅の配分方法を工夫すべきであ

る。 

○応急仮設住宅の個々の世帯の必

要度について、短期間に著しく

公平性を損なわない認定方式の

開発や運用についての検討が必

要と思われる。 

○市民に対する防災教育の中に、

応急仮設住宅やその入居方法の

問題も含める等、事前の啓発や

コンセンサスの醸成が必要であ

る。 

○応急仮設住宅

の提供より家

賃補助など現

金給付による

支援の方が有

効ではなかっ

たか 

○民間賃貸住宅の賃貸料の高騰

などは災害時の住まい対策で

は大きな支障となる。 

○緊急時の住民の協力義務や価格

高騰の防止対策が必要である。

（私有財産の公共使用と補償に

関する制度、物価凍結対策等）

○居住環境レベ

ルは適切だっ

たか 

○居住者からの要望に対し、必

ずしも十分ではないにせよ、

地域個別対策として整備がな

されたことは評価できる。 

○より居住性を高めるために、防

火・遮音・断熱効果の高い壁材

や耐風力を備えた屋根構造の開

発が望まれる。 

○応急仮設住宅の住環境の整備と

して取り組まれた玄関庇・エア

コンの設置や高齢者・障害者等

のための手すり・スロープの設

置や段差縮小の改良、通路舗装

や外灯の設置などの外溝工事

は、その必要性について今後に

引き継ぐべき課題であり、設

備・構造を基準化する必要があ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○応急仮設住宅の設計において防

暑防寒のため建物の断熱性を考慮

する必要がある。 

○入居者の健康

管理や自殺・孤

独死・アルコー

ル中毒等への

対応は十分だ

ったか 

○応急仮設住宅での自殺の割合

が平均以上という点が文献等

で指摘されているが、生活環

境とどの程度関連しているか

は不明である。 

 
○巡回相談やふれあいセンター

の活動とあれだけのボランテ

ィア活動が展開されたなかで

も、応急仮設住宅でいわゆる

孤独死が２００名を数えたこ

とは、今後の応急仮設住宅に

おけるソフト施策の面で教訓

に値する。 

○こころのケアセンターの設置

をはじめ巡回相談の実施、各

種福祉マンパワーの投入、さ

らにはボランティアによる生

活支援や自治会活動の展開な

ど、かなりの程度の応急仮設

住宅入居世帯に対するソフト

面からの生活支援がなされた

とみられるが、相互の密接な

連携については課題が残って

いると思われる。 

○孤独死の応急仮設住宅入居と

の因果関係はまだ検証されて

いないが、問題の予兆の早期

発見と対応や生活環境の激変

による心身への著しい影響が

緩和されていれば、孤独死の

数字は減少していたかもしれ

ない。孤独死の防止には、精

神医療や社会福祉援助技術等

との連携のなかで研究とシミ

ュレーションを重ねる必要が

ある。 

○巡回相談のメンバーには、今後、

必要に応じてＰＳＷ（サイケア

トリックソーシャルワーカー）

の組み込み等を検討すべきであ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○ふれあいセン

ターの設置な

どコミュニテ

ィづくりのた

めの施策は十

分機能したか 

○ふれあいセンターは、内外の

交流、談話、イベント、相談

ボランティア事業の拠点とし

て機能し、居住者に対する社

会的側面からの支援の核にな

っていた。 

 

○海外での災害

に対する応急

仮設住宅の贈

与は、うまくい

ったか 

○他国に寄贈された応急仮設住

宅の支給状況と入居状況を注

意深く見守る必要がある。  

○応急仮設住宅の海外での再利

用は、省資源、リサイクルと

いった環境への影響を考慮し

た初めての取り組みとして特

筆すべき事項である。 

○応急仮設住宅を他の地域で災害

が発生した場合に再利用するこ

とは良いやり方ではあるが、費

用対効果の点でより望ましい代

替案を検討すべきである。 
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(7) 災害弱者への配慮に関する課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○発災時から復

興までの災害

弱者への対応

体制や仕組み

はどうであっ

たか 

○社会的諸問題の多層性と膨大

さが行政努力の効果を半減さ

せたことを考慮すれば、行政

は困難な状況下で、さらに既

存の法制度の前提の中で、概

ね妥当な努力を払い、それな

りの効果を生んだと評価でき

る。 

○震災後に策定された「災害時

保健福祉活動ガイドライン」

は優れたガイドラインであ

る。ただ望むべくは、保健所

中心の観点になっており、福

祉サイドとの一体的、一元的

取り組みが望まれる。 

○災害救助法を超克する法体系の

整備が必要である。 

○中長期的には自立と共生のバラ

ンスある社会の創造に向けて不

断の努力を払う必要がある。 

○障害者自らの災害に対する準備

の啓発と震災直後に対応可能な

行政サービスの事前周知が必要

である。 

○障害者を防災、救助計画づくり

に参加させることが必要であ

る。 

○障害者関係団体、病院、施設等に

おける防災計画づくりへの支援と

訓練の実施が重要である。○社会福

祉施設（地域の要援護者の応急

救助の拠点）における介護用品

の備蓄、職員体制の確保、施設

間の連携等の推進が必要であ

る。 

○福祉事務所、保健所、市町村保

健センター、医療機関、市町村

の福祉・衛生部局が連携した保

健・医療・福祉サービスを提供

できる体制を整備することが重

要である。 

○地域における訓練（障害者への

対応を含む）などに重要なリソ

ースの継続的提供が必要であ

る。 

○高齢者・障害

者・児童等災害

弱者に対する

ケアは適切に

なされたか 

○身体状況や機能が低下するに

つれ、即応するサービスだけ

ではなく、さらに先取りする

対応があれば、地震後の医学

的・福祉的ケアの遅れに起因

した死亡や容態の悪化をもっ

と防げたのではないか。 

○避難所・仮設住宅の段差解消、

地域型仮設住宅の取り組みと仕

様の改善等の配慮が必要であ

る。 

 

○適用可能設計、汎用設計等を通

じて応急仮設住宅の設計を改善

し、最大限の自立・自助を保証

することが必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○国の「大規模災害における応

急救助の指針」で福祉避難所

等が制度として位置づけられ

たことは特筆される。 

○すべての都市再生プロジェク

ト、住宅建設に最良の汎用およ

び適用可能設計を盛り込み、最

大限の自立を追求すべきであ

る。 

○避難所における障害者の物理的

アクセスや通信アクセスの確保

を行う必要がある。  

○緊急ニュース放送における手話

通訳者の配置及び聴覚障害者等

に対するホットラインを確立す

る必要がある。 

○特別養護老人ホームにおけるグ

ループホームの運営等を支援す

るべきである。 

○中長期的なメンタルヘルス対策

が行われることが重要である。

○ボランティア

との連携、サー

ビスのコーデ

ィネートは十

分だったか 

○震災では、行政とボランティ

アの連携が迅速に行えなかっ

た。 

○恒久住宅に入居する際、少なく

とも障害者・高齢者については、

友人や支援のネットワークと共

に移住させるべきである。 

○障害者関係団体と事前緊急対応

契約を結んで、よりよい公的サ

ービスが受けられるようにする

必要がある。 

○防災コミュニ

ティづくりの

なかで災害弱

者対策をどの

ように進める

べきか 

○震災では、在宅及び避難所に

おける要援護者の状況把握が

遅れた。 

○地域協力グループを設立し、地

域の各関係機関が防災及び災害

対応に関わる問題に共同して対

応できるようにする必要があ

る。 

○地域コミュニティの互助意識の

醸成が必要である。（福祉関係

者との協力関係による要援護者

の把握、災害時の要援護者の避

難方法についての協議等） 
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(8) ボランティア活動をめぐる課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

[災害直後を含めたボランティア活動

を支援するための提言] 

○推進機関は現地の状況の把握、

ボランティア保険の加入等最低

限の予備知識をもって活動に入

ることを周知することが必要で

ある。 

○推進機関、またはボランティア

は、被災地の人々に負担をかけ

ずに活動できる体制で救援活動

に入ることをきちんと伝えるこ

とが必要である。 

○推進機関は、ボランティアの希

望や技能を把握し、活動のオリ

エンテーションをして派遣する

ことが必要である。 

○被災地の行政職員も被災者であ

るという認識をもって関わるこ

とが必要である。 

○地元ボランティア以外の団体へ

の、活動の引き際を見誤らない

ような助言が必要である。 

○災害ボランテ

ィア活動はど

のように展開

されたか 

・需給調整 

・ボランティア

の 自 主 性 と

行政の意識 

・行政の対応 

・活動定着へ向

けた支援 

○震災直後の救命支援期に活動

できた団体は、地元のニーズ、

情報を的確に把握し、リーダ

ーシップを発揮できる人材・

ネットワークが組めていた。

○救命支援期に行政と社会福祉

協議会が連携し、活動調 整や

情報の共有化が図られたが、

コーディネーター自身の被災

や人数等から、十分機能を発

揮した市区町とそうでないと

ころがあった。 

○被災者・避難者の生活支援期

になると、運営スタッフが常

駐し他団体や行政とネットワ

ークが組まれているところ

は、ニーズを把握でき、それ

に応じた活動を実施できた。

○復興支援期になると行政とボ

ランティアの連携が次第に形

成され、ふれあいセンターの

立ち上げや運営に関わるボラ

ンティア活動が展開された。

 

○全体を通じて、①ボランティ

ア団体は時系列のニーズ変化

に対応しながら活動内容や機

能を変容させていること②団

体が単独の活動を進めていく

過程で、次第にネットワーク

を形成し情報交換と活動を共

働させていったこと③個々の

団体が社会的孤立状態にある

人々をつなぐ役割を果たした

こと④地元の活動が再開され

た段階で、その活動を尊重し

支援する機能へと変化させて

いったことが判明した。 

[災害発生時における行政が行うべ

き支援に関する提言] 

○基礎的自治体は、ボランティア

活動の支援方法・優先順位の設

定をする必要がある。 

○近隣の自治体と、日頃から話し

合いを持ち、協定を結び、拠点

を設置する必要がある。 

○在宅で孤立して危機状態にある

災害弱者の早期把握が必要であ

る。 

○指定避難所以外の小規模避難所

の把握方法の検討をしておく必

要がある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

[災害時における行政とボランティア

センター等が共同で行うべき支援に

関する提言］ 

○ボランティア基地の立ち上げは

行政の庁舎に隣接する場所に早

急に設置し、密な連絡が可能な

条件を整えておくことが必要で

ある。 

○被災地と後方支援との間のボラ

ンティア活動のネットワークの

ための会議を即座に開催するこ

とが重要である。 

○子供の心的外傷体験へのアプロ

ーチやケアに関するボランティ

アが特に避難所で必要になるた

め、この領域の専門家の養成や

活動団体の把握をし、即時に対

応することが必要である。 

 
○ボランタリーセクターは、自

主的で即応性、個別性、開拓

性のある活動を展開すること

ができ、公平性、平等性、公

共性を旨とするパブリックセ

クターや企業等の営利セクタ

ーでは対応しにくい領域で、

極めて有効に活動を展開でき

るセクターである。 

［災害時にボランティアセンターが中

心となって行うべき支援に関する提

言］ 

○インターミディアリー（仲介的）

な機能をもつボランティア団

体、推進機関は、即時にネット

ワーク会議の設置を図ることが

必須条件である。 

○ボランティア活動の担い手と受

け手の情報ステーション基地

は、情報に直接アクセスしやす

い交通の要所に設置する必要が

ある。 

○災害ボランティアに対し、レス

パイトケアの期間を持つための

配慮が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
[平常時に支援方策を検討しておくべ

き支援に関する提言] 

○行政は日頃から地元のボランテ

ィア団体や推進機関と話し合い

をしておく必要がある。 

○自主防災組織等を作る場合にも

災害ボランティアを受け入れる

意識づくりの啓発が必要であ

る。 

○ボランティア団体の参画を得た

防災計画・支援計画を作成し、

日頃から訓練をしておくことが

必要である。 

○交通網や物流の拠点、情報のネ

ットワーク等をあらかじめ複数

の方法・手段で考えておくこと

が必要である。 

○日頃からコーディネーターの養

成を重ね、配置し、マンパワー

を蓄積しておく必要がある。 

○平常時から民間資金を含めた公

私による基金づくりなど、ボラ

ンティア活動支援資金の調達と

その運用方法及びシステムを構

築しておく必要がある。 

○推進機関及び活動団体間で全国

的あるいは広域的ネットワーク

等を恒常的に積み上げ、交流を

重ねておくことが重要である。

○震災のボラン

ティア活動が

市民社会の形

成に向けてど

のような影響

を与えたか 

○震災を契機として、ボランタ

リーな活動が市民社会を支え

る大きな原動力となり、ＮＰ

ＯやＮＧＯ等、民間の組織か

らの提言や活動が社会的にも

重要と認められるようになっ

た。 

○行政、企業においてボランタリ

ーセクターをよく理解する人材

を見つけていくことが大切であ

り、ボランタリーセクターの形

成に尽くした個人・団体に対す

る顕彰などを行うべきである。

○企業経営者への啓発等によるボ

ランタリーセクターとの連携の

促進が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○ボランタリーセクターを形成

していくためには、活動団体

自体の発展と効果的な活動基

盤の整備を通じて、このセク

ターが長期的にも発展し続け

るための取り組みが必要であ

る。 

○ボランタリーな活動は、福祉

から 環境、まちづくりなど社

会全体の質を高めるものにま

で広がっており、特定非営利

活動促進法は、こうした活動

に対する社会的認知を高める

のに役立っている。 

○ボランタリーな活動は、まだ

新しく脆弱であるため、各セ

クター相互の協働と、一般市

民、企業、行政相互の信頼を

築き上げていくプロセスが必

要である。 

○ボランタリーセクターの形成に

向けた行政とボランタリー活動

団体間で役割や責任に関して合

意していくことが必要である。

○既存のボランタリー活動団体の

役員、参加者、活動内容、参加

方法等の情報のホームページで

の提供など、行政によるボラン

タリー活動への参加の促進や団

体の活動に役立つ情報の提供が

必要である。 

○ボランタリー活動団体における

人材を育成することは行政にと

っても深い意義があり、ＮＰＯ

のスキルアップを支援すること

が大切である。 

○防災計画等の策定における行政

とボランタリーセクターによる

定期的な協議の場が必要であ

る。 

○ボランタリーセクターによるボ

ランタリー活動団体の運営等に

関する詳細な基準を定める統括

組織の設立が必要である。 

○地域コミュニティにおける個人

レベルでのボランタリーな活動

への参加を促進するための支援

を行って行くべきである。 

○ボランタリーセクターの形成に

おいても国際的な交流が極めて

重要であり、諸外国の危機管理

システム等に関する調査研究及

び国際的な相互理解の促進と支

援の実績づくりが必要である。
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(9) 被害程度の認定の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○各市町におけ

る被害程度の

認定は適切だ

ったか 

○24万棟を超える未曾有の建物

被害を前に、時間と人手が足

りない、専門的知識が不足し

ているなど、各市町とも極め

て厳しい条件の中で、被害の

認定作業は、自らも被災者で

あった行政職員や、建築・法

律の専門家ボランティアの努

力により進められてきた。 

○認定にかかる作業量、被害調

査に伴う専門的ノウハウの必

要性に関する行政側の当初段

階からの認識が希薄であっ

た。 

○認定の目的が周知浸透されな

いまま、罹災証明の発行等の

認定作業が進められたことに

より、被災者の間に混乱が生

じ、再調査や苦情処理に多く

の時間を要した。 

○認定の基準に統一性がないこ

とから、調査結果にばらつき

がみられ、被災者の不満を生

み出す大きな要因となった。

○住宅地図、固定資産台帳等被

害調査に必要な基礎情報に不

一致がみられ、各市町におい

ては、正しい情報の確認に手

間取るなど、認定作業の進捗

を大きく遅らせた。 

○被害認定の目的を明確にすると

ともに、被害認定システムを簡

潔化する。 

・建物の被害認定の目的を当初

より明確にし、同時に被災者

に対して調査実施前に十分周

知することが必要である。 

○被害認定の目的は以下の３つと

する。 

「災害対応の判断材料を得る」

「すまい（いのち）の安全性を

守る」 

「住まいの再建を図る」 

・目的別による認定システムの

構築が必要である。 

○人員体制を整備する必要があ

る。 

・行政内部における専従体制を

早期に確立する。 

・被害認定の専門知識をもつ建

築士等の動員体制を確立す

る。 

・苦情処理や住民説明のため建

築・法律の専門家からなる委

員会を設ける。 

・地域コミュニティを動員し、

被害認定に関する情報の広

報・周知体制を整備する。 

 

○被害認定の基準を統一する。 

・建物被害の全国基準・統一調

査表を作成する。 

・マンションは１部屋単位での

被害も認定し、事務所ビルに

関する認定方針を明確にす

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○情報処理システムの開発 

・建物の所在、構造、所有者 

・居住者等権利関係の情報、

被害認定の結果、被災証明

書等の発行状況、受けた支

援策等を一元的に管理でき

るGISシステム等を開発整

備する。 

○義援金の配分

をはじめ、各種

支援制度の適

用を左右する

罹災証明の発

行は適正に行

われたか 

○当初から被害認定の目的が不

明確であったことや、民間損

保を含め、目的の異なる被害

調査が錯綜したことから、被

災者の間に混乱を招くととも

に、認定結果が本来の目的を

離れ、結果として様々な目的

に使われることとなった。 

○「すまいの再建のための被害

調査」という被災者の立場か

らみた被害認定の視点が十分

生かされていなかった。 

○被害認定システムを簡潔化する

・すまいの再建のための被害調

査  
（第１段階調査） 

新たなすまいの再建が必要な

被災者に対する情報提供のた

め、全壊建物のみ外観目視等

により早期に認定 

（第２段階調査） 

半壊、一部損壊の建物を対象

に、時間をかけ、内部の詳細

調査、現場での所有者への説

明などを経て認定 

○応急危険度判

定との連携を

どのように図

るべきか 

○当初から被害認定の目的が不

明確であったことや、応急危

険度判定、民間損保など、目

的の異なる被害調査が錯綜し

たことから、被災者の間に混

乱を招くとともに、認定結果

が本来の目的を離れ、結果と

して様々な目的に使われるこ

ととなった。 

○被害認定システムを簡潔化する

・いのちを守るための被害調査

木造住宅については建物所有

者が自ら判定できる自己評価

システム等を開発する。 
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(10) 生活再建のための公的支援の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等  （要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○私有財産制の

もとでの損失

（個人）補償や

公的支援のル

ールはどうあ

るべきか 

○現行の災害救

助法制度に課

題はあるか 

○震災では、現物給付、弔慰金・

見舞金や貸付からなっていた

「従来型」の対策に対して、

地方交付税を主たる財源とす

る復興基金を通じた「新型対

策」が広範に行われ、事後的

に見ると多額の利子補給や生

活再建支援を目的とした現金

給付がなされた。 

○震災では、生活再建を目的と

した公的支援の範囲が明確で

はなかったと考えられる。 

○復興基金を通じて行われる公

的支援事業にルールがなく、

復興過程のなかで事後的に事

業が追加・拡充された結果、

被災者に混乱を与えたのでは

ないか。 

○復旧・復興対策を通じて行わ

れる被災者救済事業は速やか

に終了し、適切な福祉事業に

よる救済を図るべきである。

○災害救助法については大規模

災害時における平時体制から

緊急体制への移行と国、自治

体間の権限、被災者の選択の

範囲といった観点から議論さ

れる必要がある。 

○現金給付と現物給付のいずれ

が勝っているかを一概に決め

ることはできず、財貨を購入

する市場がうまく機能してい

るかどうか、給付の対象が適

切に絞られているかなどに依

拠している。 

○災害救助法、災害弔慰金の支給

等に関する法律に代わる災害救

助・復興法（被災者の救援、被

災者やその家族への弔慰金と見

舞金、及び生活・住宅・事業の

再建を目的とした貸付事業を一

体としたもの）を制定し、災害

時の公的支援の内容と範囲を明

確にする必要がある。 

○地方自治体における公的支援を

包括的に扱う災害救助・復興機

関を強化する必要がある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等  （要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○被災者生活再建支援金でもっ

て従来の現物給付を代替する

のかの議論がなされないと、

将来財政的に実行可能かどう

か疑問が残る。米国では現物

給付の代わりに現金を一括給

付しており、その額も高くな

い。 

○被災者生活再建支援金は、災

害による住宅の全壊等の被災

者の救済を目的としている

が、給付対象が年収、年齢、

障害の有無のみで判断されて

おり、救済を要するすべての

個人に行き渡るようになって

いるのか懸念される。 

○災害直後の非常事態に対応す

る救助体制、救助の内容から、

復興期における国と地方の役

割分担、公的支援の内容（給

付、貸付等）と対象及び福祉

政策など平時の公共政策への

移行とその時期などを記述し

た包括的なルールを基本に、

状況に応じた弾力的な運用が

なされるべきである。 

 

○公的支援の対

象者の把握は

適切だったか 

○支援のマクロ的規模と被災者

の実感とのギャップは、限定

給付におけるエラー（給付資

格のある者が対象外となるケ

ースとその逆のケース）と深

く関わっている。 

○通常の支援で救済できない

人々を正確に把握するという

点で、①被災者の実態を的確

にとらえるために、密度の濃

い戦略的な調査が必要だった

のではないか ②生活再建支

援が応急仮設住宅入居者偏重

ではなかったかという点を指

摘することができる。 

○住民番号などの導入によって被

災者の状況把握を徹底し、救済

するべき人々に漏れがないよう

にする必要がある。 

○恒常的セイフティネットの改善

・充実強化と情報の蓄積、生活

保護世帯等の実情を把握するた

めの知識と技術を持った専門家

の育成が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等  （要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○ノースリッジ地震の際には、

連邦及び州の支援の対象とな

る被災者について、電話によ

る登録、災害申請センター（Ｄ

ＡＣ）への訪問、出先機関の

スタッフによる接触により把

握を行った。緊急の住宅支援

については、州のＧＩＳシス

テムにより地域指定を行い、

その地域で家屋が損壊した住

民を対象に、直ちに小切手を

郵送することにより、迅速な

支援がなされた。 

 

○防災について

の自助努力と

公的支援の関

係はどうある

べきか 

○基金を通じた復興事業の拡充

が、震災後の生活再建のどこ

までが個人の責任か判断を難

しくしている可能性がある。

公的支援は、個人の防災につ

いての自助努力を促進するも

のであるべきである。 

○自助努力の促進に地震保険の

果たす役割は大きく、公的支

援は市場の機能と補完的であ

るべきである。 

○住宅・建物所有者に地震保険の

購入を義務づける。義務づける

保障額は生活・住宅再建に向け

た最小限の額として、それを超

える保険を個人が自主的に購入

できるように地震保険の検討を

進めるべきである。 

○支援レベルの

国際水準をど

う考えるか（米

国など諸外国

の公的支援は

どのようなも

のか） 

○アメリカの公的支援プログラ

ムは、被災者の切迫したニー

ズに応えることを目的として

おり、多額の公的支援は個人

の防災準備にマイナスになる

と考えられている。 

○公的支援は、その費用と便益

をバランスさせる範囲・規模

で定まるべきものであり、公

共部門はそれを国民に明示す

る必要がある。 

○支援レベルの国際水準の比較は

困難だが、公的支援の枠組みに

ついて、十分な検討が必要であ

る。（柔軟性、機敏性、選択性、

自己努力とのバランス、高齢

者・低所得者用のメニューの確

保） 
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(11) 住宅再建支援の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （要 旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○恒久住宅の早

期確保は適切

になされたか 

○恒久住宅を早期に大量戸数供

給できたことは高く評価で

き、震災を契機として生まれ

たコレクティブ・ハウジング

コミュニティプラザなどの先

進的取り組みは、現時点では

高く評価すべきである。 

○しかし、早期大量供給した結

果、被災者の要望とのミスマ

ッチが生じている。 

 

○建築上の観点から見ても、建

物の品質と設計は秀逸である

が、安全重視と迅速な再建と

いう命題が与えられていたた

めに、歴史的価値に富んだ多

くの古い建物が取り壊され

た。神戸にいてもどこか他の

先進国にいるのと変わらない

印象しか残らない。 

○都市計画の中で復興住宅再建事

業のあり方をあらかじめ戦略的

に考えておく危機管理的都市計

画が必要である。 

○地理情報システムの整備により

行政データを管理すべきであ

る。 

○中心市街地における、超高齢社

会に備え、かつ省エネルギー、

省資源の新しい生活空間を創造

するモデル地区の建設が望まれ

る。 

○住宅の被害状況の迅速かつ正確

な把握が必要である。 

○恒久住宅の建設可能地の把握等

の問題解決には、災害対策部門

と住宅および都市計画部門が共

同して対策を練る必要がある。

 

○被災者が最終的には自分たちの

元の生活場所に戻れる可能性を

残すために、長期的な住みかえ

プログラムを推奨する。 

○災害のそれぞれの段階に対応し

た土地・住宅対策を都市計画の

枠内で事前に計画して作りあげ

ることが重要である。 

○環境面での制約ともっと調和し

た新しい経済的で技術的に進歩

した方策を考えて実施すること

が急務であり、ここで目標達成

の指標となるのは量ではなく質

の高さである。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （要 旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○災害復興公営

住宅でのコミ

ュニティづく

りをどのよう

に進めるべき

か 

○災害復興公営住宅の入居者の

多くが高齢者というのはやむ

を得ない面もあるが、まちの

にぎわい等の面から見直して

いく必要がある。 

○コレクテイブハウジングやコ

ミュニティプラザは先進的な

取り組みだが、今後の展開に

は関係者の努力と知恵が必要

である。 

 

○コレクティブハウジング、シ

ルバーハウジング、コミュニ

ティプラザのような主要構想

や計画は革新的であり、日本

の社会の社会的・人口的特性

に即した適切な対応である。

 

○いきいき県住推進員は、コミ

ュニティ支援体制の充実を図

るうえで必要な施策である。

○住宅の復興推進を新しい地域

づくりのスタートと考え、生

活再建等の施策を積極的に導

入する必要がある。 

○入居者があまりに高齢者に偏ら

ないよう、被災者に限定した入

居基準を見直していく必要があ

る。 

○コレクティブ・ハウスのコモン

スペースやコミュニティプラザ

の活用方策のさらなる取り組み

が必要である。 

○コミュニティプラザの運営は有

償ボランティア制度が合理的で

ある。 

○マンションな

どの建替えに

対する支援策

は十分だった

か 

○公費解体、震災復興型総合設

計制度の運用、優良建築物等

整備事業の補助制度の拡充等

によりマンションの再建は大

きく進展した。 

 

○民間のマンションでは、「区

分所有法」が曖昧なうえ、区

分所有が複雑なため、建替、

補修の選択等の過程で、所有

者は、多大な困難を抱える結

果となった。 

○管理組合への援助と管理・建物

補修に全体に係る専門家の育成

が必要である。 

○区分所有法の改正が必要であ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （要 旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○震災を受けた

個人住宅の再

建を促進する

システムはど

うあるべきか 

○個人の住宅再建は何らかの支

援システムがなければ難しい

○少し手を加えれば大丈夫と考

えられた建物も多数撤去され

ていた。 

○住宅共済制度の創設が必要であ

る。 

○被災建築物の補修に係る補助制

度の充実が必要である。 
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(12) 被災者の自立支援に関する課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 
論  点 

分析・評価等 
提言 

○閉じこもりが

ちの人等を含

む被災者の生

きがいづくり

の取り組みは

有効だったの

か 

○広く被災者全般を対象とした

支援はもとより、応急仮設住

宅の入居者、災害復興公営住

宅の入居者、中高年齢者など

に特化した支援がなされ、効

果をあげている。 

 

○震災後、各ステ

ージでのコミ

ュニティづく

りはうまくい

ったのか 

○被災者のコミュニティへの参

画をはじめコミュニティの形

成、ネットワークづくりへの

支援が活発かつ多様に展開さ

れている 

○実験的な公的支援プログラム

について、本当に目的に適合

しているのか、コミュニティ

への帰属意識を取り戻せるの

か、個人の独立ができている

のかということを評価する価

値がある。 

○被災者のコミュニティへの帰属

意識の回復や個人の自立を支援

する公的プログラムについて

は、今後数年にわたって継続的

に評価する必要がある。 

○震災により家

族の絆はどう

影響を受け、ど

う再生された

か 

○各種の調査研究報告による

と、極めて家族の絆が強まっ

た反面、疎遠となり離ればな

れになったレアケースもあっ

た。 

 

○高齢者に優し

い住まいづく

りはどうある

べきか 

（グループホ

ーム、コレクテ

ィブハウジン

グ等） 

○シルバーハウジングにおける

生活援助員（ＬＳＡ）や社交

的な機能を有する共有スペー

スなどの試みが自立した生活

に向け役立った。 

 

○高齢者に住宅面からの優しい

ケアがなされるとともに、被

災単身世帯緊急通報装置の設

置により、安心感を高齢者等

に与えている。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 
論  点 

分析・評価等 提言 

○心のケア対策

は十分になさ

れたか 

○震災では心のケアという観点

を行政関係者から積極的に打

ち出したこと自体に先駆的な

意義があったと評価できる。

対策面でも、極めて多種多様

な取り組みがなされており、

行政では手の届かぬところを

含めて民間団体や専門家が活

躍し、公私のパートナーシッ

プが確立された。 

○こころのケアに関する総合的対

応が必要であることから、ここ

ろのケアセンターの持っている

機能等の継承組織の整備が今後

の課題である。 

○被災地の雇用

対策は有効に

機能したか 

○中高年齢者への職業訓練、技

術講習、働く場の提供等がき

め細かく図られたほか、労働

力需給調整機能の充実強化、

自律的就業への支援として多

様な施策がなされ、所定の成

果が得られている。 

 

○民間と行政の

連携はうまく

いったか 

○被災者復興支援会議の設置

は、復興の政策ガイダンスを

提供するためにつくられた新

機軸であり市民のニーズを提

唱するための主要なメカニズ

ムだった。 

 
○生活復興県民ネットの事業・

活動を通じて県民意識の高揚

に大きな成果が得られてい

る。また、被災者復興支援会

議がアウトリーチ機能とアド

ボカシー機能を果たしつつ、

みるべき成果を生んだ。さら

に、県・市町生活支援委員会

による困難事例への対応、Ｎ

ＰＯと行政からなる生活復興

会議を通じた密接な連絡調

整、震災復興ボランティア活

動や地域活動への支援などが

なされている。 
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(13) 復興への取り組み体制の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○復興委員会方

式は妥当だっ

たか 

○関東大震災の事例を参考にす

ることは、様々な意味で有益

であるが、私見によれば復興

院のような組織は不要である

し、つくるべきでない。兵庫

県も、震災直後から地元主体

で復興計画を策定、推進する

仕組みが必要である旨政府に

要望してきた。 

 

○復興方針の作

成過程はどう

だったか 

○復興計画の立 

案過程はどうだ

ったか 

○復興計画の策定にあたって

は、県民の意見の十分な反映

と被災地内外の英知の結集を

図ることが重要である。阪

神・淡路震災復興計画は、６

ヶ月という時間の制約の中、

難しい面もあったが、各分野

にわたる復興県民会議、学術

団体、市民団体、県民等から

の提案をもとにまとめられ

た。 

○復興の過程において、様々な分

野でまちづくり協議会や専門

家、ＮＰＯ等多様な主体が協働

する新たな仕組みが生まれてき

ており、これらの動きを生かし

つつ今後の復興への取り組みが

進められることが望まれる。 

○復興対策はど

うあるべきか 

○阪神・淡路震災復興計画は、

インフラ偏重やプロジェクト

志向という批判もあるが、イ

ンフラは住民の生活を支える

ものであり、生活支援と同列

に論じるべきでない。 

○住民に対しての「説得」よりも

「納得」を重視した合意形成シ

ステムの開発が必要である。 

○フィードバック効果を持つ対面

的な情報結合の仕方に関するソ

フトウェアの開発が必要であ

る。 

○国、県、市町の

関係とそれぞ

れの責務はど

うか 

○地方自治、地方分権の理念に

基づいた体制をとるべきであ

る。 

○十分な権限と財源を自治体に委

譲し、国・地方と民間各部門に

おける相互に実効性のあるパー

トナーシップの強化が必要であ

る。 

○新しい将来ビジョンとそれを促

進する地方のリーダーシップ及

び実施組織間のパートナーシッ

プが必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○復興に関する

基本法整備の

必要性はどう

か 

○「阪神・淡路大震災復興の基

本方針及び組織に関する法

律」が定められたが、従来の

国と地方の制度の枠組みを越

えるものではない。 

○今後の災害に備え、地方主体の

復興を国が支えるという法制度

を整備しておくことが望まれ

る。 
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(14) 震災復興財源の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○震災復興の財

源確保をどう

したか 

○兵庫県の震災関連事業費は震

災直前の普通会計規模の約

１．５倍をわずか５年間で支

出した計算になり、かなりの

財政負担が生じている。 

○事業費から国庫補助率を控除

した額（県負担率）は決して

小さくはない。その多くは起

債で対応しており、将来の県

財政を圧迫することは必至で

ある。 

○国の財政支援のほとんどは、

国庫支出金、いわゆる補助金

の配分と起債に対する交付税

措置である。これらは実質上、

特定財源としてその用途が限

定されているために、地方自

治体は、本来望む施策の実施

が阻害される可能性が存在す

る。 

○復興基金は、弾力的な活用が

可能であるという点で革新的

な制度であった。 

 

○財源のあり方

をどう考える

か 

○財源の確保や

活用に係る意

思決定システ

ムはどうある

べきか 

○復興財源は、量的に十分なも

のであり、その用途に制限が

なく、弾力的な運用が可能で

あり、その配分に関する決定

権が地方自治体にあることが

望ましい。 

○特別交付税は財源としてリス

クシェアー機能があまり発揮

されておらず、震災復興に必

要な経費は、地方自治体が独

自に賄える限度を超えている

可能性が高い。 

○完全なリスクシェアーを達成す

るために、従来の特別交付税を

改革し、一定の金額を災害財源

ファンドとして利用することに

より、リスクシェアー機能を充

実する必要がある。 

○特定財源である条件付補助金の

利用は慎重に行わなければなら

ない。予期せぬ大災害に効率的

に対応するためには、その用途

を限定しない財源を確保する必

要がある。 
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(15) 復興まちづくりをめぐる課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○復興都市計画

案に対する住

民意見の反映

はどうあるべ

きか 

（都市計画の

緊急性） 

○震災では被災地の無秩序な復

興を阻止するため二段階方式

がとられたが、住民の合意形

成が迅速になされたのは、ま

ちづくり協議会などが機能し

ていた地域がほとんどであっ

た。 

○行政が早い段階で復興のたた

き台を示すのと住民の合意形

成まで建築制限を継続するこ

とのどちらが復興の早道かの

是非は地域の事情の違いもあ

り即断できない。 

○被災市街地復興特別措置法を改

正し、事業決定だけではなくマ

スタープランを決められるよう

にするとともに、緊急時の県へ

の一時的権限委譲などの合法化

を検討すべきである。 

○自治体、都市基

盤整備公団、ま

ちづくりコン

サルタントな

どの連携はう

まくいったか 

○小さな市では、多くの住宅プ

ロジェクトの執行が公団に委

ねられた。 

○他の自治体、都市基盤整備公団、

まちづくりコンサルタントとの

連携体制が必要である。 

○まちづくりコンサルタントへの

緊急時の業務依頼に関する原則

を打ち立てておく必要がある。

○住民主体・行政

支援のまちづ

くりのシステ

ムはどうある

べきか 

○震災はまちづくりに対する市

民参加の強い動機になり、こ

れまでにない都市計画におけ

る新しい政策方向への影響を

与えることになった。 

○まちづくりへの住民意見を調整

統合するための組織として、ま

ちづくり協議会の定着を熱望す

る。 

○まちづくりコンサルタントの社

会的位置づけや職能を広く世間

に認知させる必要がある。 

○震災を契機としたコンサルタン

トや若者・女性の参加の推進は、

都市計画に新しいアイデアを導

入しより幅広い市民参加を促す

ため必要である。 

○まちづくり活動へはコンサルタ

ントの援助と市からの財政支援

を受けて継続するべきである。

○復興のための事前計画と条例制

定について考慮するべきであ

る。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○都市計画と経済発展を結びつけ

る作業に着手しなければならな

い。短期・長期的に見た土地の

最適な利用法が重要である。 

○復興都市計画

の網から外れ

た白地地域で

のまちづくり

をどう考える

か 

○住環境整備事業等の活用につ

いては、地域による落差が大

きい。優良建築物等整備事業

や専門家の援助は比較的平等

に恩恵を受けたといえる。 

○白地地域ではまちづくり協議

会が成立していない地区が多

い。 

○白地地域でのまちづくり協議会

の成立を促進する必要がある。

○個人の権利と

まちづくりの

バランスをど

う考えるか 

（換地、減歩な

どの個人負担

の問題等） 

○通常の都市開発事業にはない

助成が有効性を発揮した。 

○税金による補助は私有財産の

形成に資することがあっては

ならないという原則を守る限

り、被災者の個人負担が不可

避で区域外への転出を余儀な

くされるケースも生じる。 

○住民は、努めてまちづくりにつ

いての長期展望を持つべきであ

る。 

○復興都市計画

の内容に震災

を教訓とした

まちづくりの

理念は十分生

かされている

か 

○震災を教訓として「兵庫県ま

ちづくりガイドライン」が策

定され、市町のマスタープラ

ンへの反映が図られるなど、

全県で防災まちづくりが進め

られている。 

○各種公園の整備の推進と住民に

対する公園の役割の啓発が必要

である。 

○県内全域での防災と景観に配慮

したまちづくりの長期の取り組

みが望まれる。 

 

○まちづくりに係る震災復興技法

の国際的な共同研究に着手する

必要がある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○新しいまちづ

くりはどうあ

るべきか（人間

サイズのまち

づくり） 

○兵庫県のまちづくり基本条例

にうたわれた「一人ひとりが

地域社会の中で、安全に安心

して暮らすことのできる、魅

力ある人間サイズのまちづく

りを県民と行政とのパートナ

ーシップの下に進める。」と

いう基本理念の具体化を図る

ことが必要である。 

○人間サイズのまちづくりに向け

たハード、ソフト両面からのま

ちづくり施策を総合的に展開し

ていくことが望まれる。 
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(16) 既存建築物（住宅等）の耐震補強の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○建築物の構造

上の被害原因

の解明と対策

はなされたか 

○国において、建築震災調査委

員会の被害状況の調査、被害

原因の特定及び今後の提言を

受け、「建築物の耐震改修の

促進に関する法律」の制定、

建築基準法改正による性能規

定の導入などが行われた。 

 

○既存建築物の

耐震補強をど

う進めるべき

か 

・公共建築物の

耐震補強 

 

・公共建築物  
（県） 

 

 

 

 

・公共建築物 

（市町） 

 

 

 

・公共建築物 

（全般） 
 

・民間建築物の

耐震補強 

 

 

 

 

○被災を受けた公共建築物は解

体改修、補修、建替等の復旧

がすべて終わっている。 

○県では、優先的に耐震改修を

進めるとした施設の耐震診断

を終え、現在改修を進めてい

るが、進まない理由として予

算の確保等の課題があげられ

る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

○アンケート調査を行ったが、

全体として、民間の耐震対策

はあまり進んでいないのでは

ないかと危惧される。 

○被災地では、震災後も継続使

用されている住宅で、被災後

補修を行った際に耐震補強を

終えたものが２１．１％であ

ること、被害の大きかった建

物はほとんど建て替えられて

いること等から、一応の対策

はなされていると思われる。

○耐震診断を実施した施設におけ

る耐震補強工事の推進が重要で

ある 

・建築物耐震化の情報の一元化

・段階的耐震改修計画の策定  
・建築物耐震性能の情報公開 

・地域防災計画に対応した耐震

改修の促進 

・外部機関による事業評価 

○当初計画されていなかった施設

の耐震診断を進めることが必要

である。 

 

○事業化への取り組みのための計

画策定と早急な点検、資料整理

を行うことが必要である。（専

門部局の創設や外部機関への委

託の検討が必要。） 

○国の財政的支援が一層求められ

る。 
 

○耐震診断費用に関する補助のみ

ならず耐震補強に要する経費の

支援等の効果的な助成策が必要

である。 

○建物を使用しながら行える工法

の開発が効果的である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

・特定建築物 

 

 

 

・戸建て住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 民 間 建 築 物

（全般） 

 
○定期報告制度等を利用した耐震

改修状況の把握が必要である。

○耐震補強が必要であるとの継続

した啓発活動が必要である。 

○耐震診断を行い耐震補強を要す

る建物の特定が必要である。 

○台所とか風呂場廻りの改修工

事、バリアフリーに関するリフ

ォーム工事と同時に筋交いを入

れるような耐震補強工事を行う

ことを進めるなど、所有者が取

り組みやすい状況の創出が効果

的であり、他の施策と連携した

啓発活動が必要である。 

 

○耐震補強を行った建築物につい

ての地震保険の掛金が安くなる

など、耐震補強を誘導する制度

の検討が必要である。 

○応急危険度判

定等の余震対

策は十分であ

ったか 

○震災後、応急危険度判定士の

養成や応急危険度判定の実施

体制の整備が進められてき

た。 

○応急危険度判定制度を定期的に

見直し、さらに改善することも

重要である。 



－127－ 

(17) 都市基盤の復興の課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○ハード面重視

の復興といえ

るのか。生活支

援との関係は 

○復興計画や「緊急インフラ整

備３カ年計画」の計画づくり

が大震災直後の早い段階で進

められたということは、２１

世紀型の新しい都市モデルを

創造していくうえで大変有意

義であったと考える。 

○「緊急インフラ整備３か年計

画」の目標水準は総量的には

ほぼ達成された。このような

短期間で都市基盤が復旧され

たこと、また、事業実施に際

して、地域住民の理解と協力

を得ながら、環境保全に配慮

しつつ、耐震性の向上等機能

評価が図られたことは大いに

評価できる。 

 

○被害が市民生活や経済活動に

及ぼす影響を最小限に抑える

ためには、インフラの復旧・

復興をできる限り早期に実施

することが極めて重要といえ

る。 

○住民ニーズの把握や費用対効果

等の事業評価に基づき、都市基

盤に関する具体的な目標水準と

戦略を構築する必要がある。 

○計画段階からのハブリック・イ

ンボルブメントやアカウンタビ

リティのより一層の向上の取り

組みが求められている。 

○構想段階の事業におけるフィー

ジビリティを確認したうえでの

事業化に向けた社会の各方面で

のコンセンサスづくりを強力に

進めていくことが必要であると

考える。 

 

○インフラ整備に関してビジョン

のはっきりした長期的な投資計

画を立案することである。そし

て整備の各段階において、一般

市民に対して幅広い情報を積極

的に提供し、公共投資に対する不

満の解消と、整備に対する理解を

得るよう努めることが不可欠であ

る。 

○安全で安心な

都市基盤の構

築は進んだか 

○「緊急インフラ整備３か年計

画」の実績の上に立ち、多元

多重の総合交通体系の整備、

防災インフラの整備等が着実

に推進されてきた。 

○都市基盤整備の効果を生かすた

めのソフトシステムの開発と整

備に全力をあげて取り組むこと

が求められている。 

 

○ＰＦＩ（民間資金によるに社会

資本整備）、ＰＰＰ等、民間の

ノウハウと活力を活用した事業

手法も考慮する必要がある。 

○欧米では「リスクファイナンシ

ング」という考え方が現在着目

されており、復旧・復興の資金

をすべて税金でまかなうのでは

なく災害保険等を活用するシス

テムについての検討が必要であ

る。 



－128－ 

 

検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○投資とのバランスを考慮しつ

つ、システム全体のネットワー

クとしてのリダンダンシーを高

めることを重視する必要があ

る。（格子型高規格道路網、電

線類の地中化、分散型のライフ

ラインの供給システム、太陽光

発電・風力発電による局所的供

給システム等) 

○構造物の更新投資を含めた一連

の流れのなかで、都市基盤の長

期管理のシステムを構築してい

く必要がある。 

○都市基盤の復興整備に関する手

法としては、シミュレーション

技術の活用が不可欠である。 

○水道、ガス、電

気等のライフ

ラインの復旧

は迅速に行わ

れたか 

○世界でも例をみない驚異的な

スピードで都市基盤の復旧が

なしとげられ、被災地域の社

会経済の安定化に大きく貢献

した。 

○都市基盤のリスクポイントの総

点検とライフラインシステムの

耐震強化が必要である。 

 

 

 

○自治体間の相互支援システム、

大学等研究機関とのワーキング

システム、民間企業との連携シ

ステムの構築とこれらのネット

ワークを統括するセンター機能

を有する機関の創設が必要と考

えられる。 

○道路、鉄道、空

港、港湾等交通

インフラの復

旧は迅速に行

われたか 

○世界でも例をみない驚異的な

スピードで都市基盤の復旧が

なしとげられ、被災地域の社

会経済の安定化に大きく貢献

した。 

○都市基盤のリスクポイントの総

点検と設計・施工・維持管理を

通じたトータルマネージメント

が必要である。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○阪神高速道路では、ワイヤー

ソー工法、テルファー工法、

パワーリフト工法などの新工

法や健全度に応じた構造上の

工夫が導入され、昼夜兼行で

復旧工事が進められた。 

○自治体間の相互支援システム、

大学等研究機関とのワーキング

システム、民間企業との連携シ

ステムの構築とこれらのネット

ワークを統括するセンター機能

を有する機関の創設が必要と考

えられる。 

○震災復旧過程で開発された新技

術・新工法は貴重な財産であり、

発展が期待される。 

○代替性のある交通ネットワーク

の構築に向けた交通基盤の整備

を進めるとともに、交通規制、

代替輸送システムなどのソフト

面での危機管理体制を普段から

構築しておく必要がある。 

○土砂災害等の

二次災害防止

対策は十分だ

ったか 

○関係者の協力のもと、河川堤

防の補強、土砂災害危険個所

の調査などの二次災害防止対

策が図られた。 

○関係住民に対し、ハザードマ

ップを各戸配布し、周知徹底

が図られた。 

○適切な情報収集システムの構築

と関係住民への広報周知が必要

と考えられる。 
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検 証 委 員 の 提 言 等（要旨） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○河川等、土木構

造物の耐震性

の確保は十分

だったか 

○確かに設計に際して想定して

いた地震動よりずっと大きな

揺れが発生したことが最も重

大な要因だった。ほとんどの

場合において、破壊の主だっ

た原因となった構造上の、あ

るいは場所的な弱点が確認さ

れている。鉄筋コンクリート

構造物においては、多くの場

合、破壊の原因は、コンクリ

ートの補強材である鉄筋が不

十分であったことに関連して

いる。港湾施設については、

想定されていた震度を超えた

激しい地震動により弱点が露

呈し、地盤の液状化現象も損

害を引き起こす要因となっ

た。 

○再建にあたっては、被害原因の

分析とともに、地域の将来の危

険性及びリスクの性質の見極め

が必要である。 

○最新の知見による構造物の補

強、それを可能にする社会の啓

蒙や情報伝達など地震に対する

安全性確保の取り組みを継続さ

せる必要がある。 

○災害復旧工事

等に伴う環境

問題への対応

は十分だった

か 

○新工法・新技術の採用、構造

上の工夫が導入され、可能な

限り工期の短縮を図ると共

に、騒音や粉塵による周辺へ

の影響を少なくする努力がな

された。 

 

○ガレキの撤去

は円滑になさ

れたか、公費負

担を行ったこ

とは適切であ

ったか 

○早い時期に公費による倒壊家

屋の除却制度が実現していな

ければ、都市基盤の復旧は相

当遅れたものと考えられる。
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(18) 本格的産業復興をめぐる課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○既存産業の復

旧は十分であ

ったか 

○マクロで見た場合、平成９年

度に震災前の状況に回復した

といわれていたが、その後の

景気の低迷により足踏み状態

となっている。特に、ミクロ

ではまだ回復したとは言いに

くい。 
○大手企業は概ね震災前の状況

に回復している。 
○ケミカル、酒造等の地場産業

の生産数量は震災前の水準を

下回っている。 
○小売店一般は、全県、全国と

比較しても事態が悪化してい

る。ただし被災地の中でも相

当の温度差がある。 
○観光業は急速に回復に向かっ

ている。（以上関委員） 
○ハードの部分での修復は成功

した反面、ソフトの部分では

依然として問題点を抱えてい

る。 

○小さな一つの成功をつくること

で周囲に刺激を与え、新たなう

ねりにしていく必要がある。 

○産業の構造転

換・規制緩和

（エンタープ

ライズゾーン

等）は進んだか 

○全国的に見て、バブル経済崩

壊後、企業立地は停滞してい

るが、被災地においてはバブ

ルのピーク時の約５分の１程

度に止まっている。 
○ＮＩＲＯのように大規模に地

域のシーズを結集し、さらに

海外の研究機関、大学とのネ

ットワークを形成しているケ

ースは見あたらない。 
○ミクロに目を転じると、課題

が随所に見えるが、他方で新

たな可能性の目が見え始めて

いる。 
○復興プログラムにとって打撃

となったのは、「一国二制度」

論争を理由として神戸のエン

タープライズゾーン計画を中

央政府が容認しなかったこと

である。 

○小さな一つの成功をつくること

で周囲に刺激を与え、新たなう

ねりにしていく必要がある。 
○「新産業の創造」、「既存産業

の構造改革」は不可欠だが、私

たちの身の回りを豊かにし、活

性化させるためのコミュニテ

ィ・ビジネスにも目を向けるべ

きである。 
○世界と直結し、独自性を身につ

けて行くことが大切である。 



－132－ 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

  
○ＨＥＲＯ（（財）阪神・淡路産

業復興推進機構）、ＮＩＲＯ、

ＨＩＳ（ひょうご投資サポート

センター）などの既存組織の役

割並びに政府・県・市町間の関

係をさらに再検討していくべき

だと思われる。 

○産業ゾーニングについては、開

発計画、プロジェクトの優先順

位を提示すること、美しい自然

環境や生活の質を重点として再

検討することが必要である。 

○兵庫県、神戸市などの間で現在

行われている活動が将来成功す

る確率は、政府のフルサポート

のもとで実行された場合にかな

り高くなり、これは資金提供と

立法という点で特に重要であ

る。真の国際的成功を望むので

あれば政府はこうした機関との

関係において、より一層の支援

を行う必要がある。 

○政府が地域開発やエンタープラ

イズゾーンに対する姿勢を見直

せば、新たな目標に向かって進

むことが可能である。国家、地

域の両面において経済成長を加

速させるうえで、政策の中での

より一層の規制緩和と多様性、

柔軟性が必要である。 

○将来を見るにあたっては既存の

産業活動の需要を考慮し、新技

術産業の需要とのバランスをと

っていかなければならない。 
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(19) 歴史遺産の復旧等、地域文化をめぐる課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○歴史的建造物、

文化施設等に

おける防災対

策は十分だっ

たか 

○明石城、尼崎市の寺町地区、

旧神戸居留地十五番館、旧山

邑邸、沢の鶴大石蔵等、多く

の歴史的建造物で耐震性に配

慮して補修や再建が行われ

た。 

 

○被害を受けた

国宝、重要文化

財、埋蔵文化財

等の歴史的遺

産の復旧は、迅

速、適切に行わ

れたか 

○文化財指定を受けた建築物

は、補助により修復がなされ

たが、指定を受けていない場

合はそのままになっているも

のがある。 

○明石公園や寺町地区など、歴

史的景観の保全・形成と文化

財の修復が一体的に進めら

れ、かなりの効果をあげてい

る。 

○震災特例を含む国、地方自治体

の補助・支援制度の一層の充実

や、復旧・復興の事業範囲の柔

軟な拡大などが必要である。（補

助等の有無による落差の緩和）

○文化情報の整備を推進する必要が

ある。（様々なレベルでの文化財

の情報化と情報登録者の相互協力

により資金的補助を可能にする制

度づくりの検討等） 

○まちづくりに視点をおいた方策

の展開が必要である。（モノと

人との一体性の視点に立った文

化復興） 

○行政の事業展開における部局間

連携の強化が必要である。 

○地域文化は震

災でどのよう

な影響を受け、

復興過程でど

のような役割

を果たしたか 

○芸術文化活動については、震

災による直接的被害はもとよ

り、ホールの被災による公演

の中止や震災直後には自粛も

相次いだ。 

○神戸市では埋蔵文化財の発掘

成果を地域に還元する試みを

実施し、地域文化の再生への

ひとつのアプローチを示し

た。ルミナリエなど新しい試

みも成功を収めつつある。 

○阪神間の美術館・博物館は、

地域との関係の再構築を図り

つつある。 

○日常的地域活動を活性化する方

策が必要である。 

○芸術文化振興におけるＮＰＯ等

の育成が必要である。 

○様々なまちづくりを進める地域

文化コーディネーターを積極的

に育成する必要がある。 

○地域文化の再生にとって、地域

施設の連携を図りそれを強化す

ることが必要である。（学校を

はじめ地域施設の有効利用の促

進） 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○神戸市立鷹取中学校やコープ

こうべの活動も地域との関係

の大切さを示した好例であ

る。 

○アート・エイド・神戸の活動

は、立ち上げの早さ、柔軟な

活動、市民的共感等において

特筆に値する。質量ともに大

きな役割を果たした行政の支

援は、一面では芸術文化の分

野に対する支援のあり方とし

て行政の限界を示した。 

○「天然記念物野島断層」の保

存館が生まれた北淡町ではま

ったく新しい地域経済と地域

文化を招来しつつある。 
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(20) 災害時のマスコミの役割に関する課題とあり方 

 

検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

○マスコミとの

連携は適切で

あったか（行政

の情報提供等

は適切になさ

れたか） 

○震災では、多くの行政・ライ

フライン機関で、被害情報の

収集、マスコミ対応責任者の

選定、マスコミ対応場所の選

定、対応時刻の設定等に齟齬

が生じた。 

○兵庫県等ではトップが進んでマ

スコミに登場し、災害対策に取

り組んでいる行政の姿勢と施策

を説明し、マスコミを通じて直

接、県民に呼びかける方策も積

極的にとった。 

○情報ニーズの変化を踏まえた

情報の提供という点で、①震

災直後は被害情報が主体にな

っていたが、被災者の観点か

らすれば安全情報も重要だっ

たのではないか②ライフライ

ンの「復旧見通し情報」を積

極的に提供する必要がある③

情報は繰り返しわかりやすく

伝える必要がある。 

○最も大きかったのは、被害情

報がなかなか入ってこないと

いう情報の空白期が生じたこ

とであるが、だんだん情報が

入ってくるようになると、今

度は情報が錯綜し、処理に困

るようになる。 

○多くのライフライン機関が、

基本的には出先の支社などに

情報提供させず、情報を本社

に集約してマスコミ対応を行

った。しかし、このような方

法では、各支社でまとめたも

のを本社に送って集計するた

め、情報が古くなってしまう、

また大阪本社で記者発表した

とき、地元のマスコミはどう

すればいいのかという懸念も

あった。 

○大災害時のマスコミ対応の事前

準備と地域防災計画への記載が

必要である。 

○行政のトップが早期にマスコミ

に登場し、被災者に呼びかける

ことが必要である。 

○被災者の時系列的ニーズ変化を

把握し、それに沿った情報収

集・伝達体制を事前に準備して

おくことが必要である。 

○初動期における情報の一元管理

と復旧期における情報の細分化

が必要である。 

○市町の災害対策本部の中に、「行

政・ライフライン情報センター」

を設置して、情報を集約し、県

の「行政・ライフライン情報セ

ンター」に送るとかインターネ

ットを活用したバーチャルな形

の「行政・ライフライン情報セ

ンター」などを検討、具体化す

べきである。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○市町から、マスメディアの生

活情報は神戸市に偏りすぎ、

周辺市町の情報は少なすぎた

という感想が出される一方、

地元のメディアはライフライ

ン情報が大阪本社に集約さ

れ、大阪で発表されることに

違和感を持った。 

 

○マスコミの災

害報道の在り

方に問題はな

かったか 

○地元神戸の放送局や新聞社

は、職員と社屋が相当な被害

を受けたにもかかわらず、地

震直後から必死に活動して被

災者の立場からの報道に徹し

たと高く評価されたが、他方、

東京や大阪から乗り込んだマ

スコミの取材・報道活動に対

する現地での評価は著しく悪

かった。 

○誤報、あるいは事実誤認の記

事が少なくなかった。 

○マスメディアのヘリコプター

取材が倒壊家屋の下敷きとな

った人の救出活動の妨げにな

ったのではないか、ヘリコプ

ター取材は自粛してほしいと

いう批判があった。 

○マスメディアの動員システム

等、取材・報道体制の是正が必

要である。 

○人命に関わるような重要な事態

であれば、マスメディア自身の

判断により、ヘリコプター取材

の自粛ないし共同取材の道を選

ぶ必要がある。 

○災害時におけ

るマスコミの

役割と責任を

どのように考

えるか 

○マスコミは、しばしば行政機

関やライフライン機関の防災

広報の補完機能を果たし、む

しろ実態は公的機関の広報機

能をはるかに超える役割を果

たしたといっても過言ではな

い。 

 

○阪神・淡路大震災では、放送

の役割もさることながら、と

りわけ復旧・復興期における

新聞の役割も改めて認識され

た。 

○放送にリファレンス機能（目次

機能）を持たせるなど、メディ

ア特性による機能分担が必要で

ある。 

○災害時におけるメディアの公共

性について改めて整理する必要

がある。 
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検 証 委 員 の 提 言 等 （ 要 旨 ） 
主な論点 

分析・評価等 提言 

 
○震災時、ライフライン機関の

災害情報を有料で流したテレ

ビ、新聞があったが、ライフ

ライン情報の公共性に配慮す

る必要があるのではないか。

 

○マスコミの震

災に対する備

え（施設の耐震

性、取材体制

等）は十分だっ

たか 

○地元神戸の放送局や新聞社

は、職員と社屋が相当な被害

を受けたにもかかわらず、地

震直後から必死に活動した。

○大災害を想定した取材体制と大

災害時にも必要最小限の情報伝

達を可能にするハード面の防災

対策が必要である。（局舎の耐

震化、非常用電源の設置等） 

○災害時におけ

る放送要請に

関する協定は

機能したか 

○放送要請協定には、どんな放

送が可能なのか、いつまで有

効なのか、放送に料金が発生

するかなどの細部が明記され

ていなかった。 

○放送要請協定の再検討が必要で

ある。 

○防災行政無線

等 広報に必要

な手段は十分

整備されてい

たか 

○ライフライン機関は、災害時

に需要家や利用者に情報提供

する手段を持たないから、ほ

ぼ全面的にマスメディアに依

存した。行政機関も、災害初

期においてはマスメディアに

依存せざるを得ないのが現実

である。 

○兵庫県内の市町村防災行政無

線の普及率は全国で下から４

番目だが、同報無線でなくと

も行政は災害に備えて緊急時

に住民に直接情報を伝えられ

るメディアを持つ必要があ

る。 

○行政機関は災害に備えて従来の

テレビ・ラジオばかりかＣＡＴ

ＶあるいはコミュニティＦＭま

で含めた電波メディアとの連携

が必要であり、メディアをイン

フラとして活用し、行政自らの

責任で情報を伝えることができ

るようにする必要がある。 
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